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植 物 防 疫 所 

 

 

ネパールにおけるコドリンガ発生に伴う輸入検疫措置の実施について 

 

今般、植物防疫法施行規則（昭和 25 年農林省令第 73 号。以下「規則」という。）

別表２の５の項において、特にリスクの高い検疫有害動物として規定しているコドリ

ンガ（Cydia pomonella）が、ネパールにおいて発生しているとの情報が新たに得られ

ました。 

このため、ネパールに対しては、規則別表２の５項で規定しているコドリンガの寄

主植物について、令和８年３月 31 日に、書簡により検査証明書の発給停止を要請し

ております。なお、諸外国に対しても、SPS 緊急通報により我が国が当該植物の輸入

を停止する旨、通知する予定です。 

つきましては、今後、当該植物の輸入検査においては、下記により対応を行うこと

としましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．対象植物 

ネパールから輸入されるコドリンガの寄主植物（規則別表２の５項で規定されて

いる植物） 

 

２．輸入検査 

（１）令和８年３月 31 日以前に発給された検査証明書を添付し輸入された対象植

物については、綿密な目視検査を実施。 

（２）令和８年４月１日以降に発給された検査証明書を添付し輸入された対象植

物について、廃棄を命ずる。 


